
一

（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
技
能
実
習
制
度
及
び
特
定
技
能
制
度
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
就
労
を
通
じ
た
人
材
育
成
及

び
人
材
確
保
を
目
的
と
す
る
新
た
な
在
留
資
格
と
し
て
育
成
就
労
の
在
留
資
格
を
創
設
し
、
育
成
就
労
計
画
の
認
定
及
び
監
理

支
援
を
行
う
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
の
許
可
の
制
度
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
を
行
う
外
国
人
育
成
就
労
機
構
を
設
け

る
ほ
か
、
一
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
に
係
る
委
託
の
制
限
、
永
住
許
可
の
要
件
の
明
確
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
技
能
実
習
の
在
留
資
格
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
育
成
就
労
産
業
分
野
（
特
定
産
業
分
野
の
う
ち
そ
の
分
野
に
属
す
る
技

能
を
我
が
国
に
お
い
て
就
労
を
通
じ
て
修
得
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
な
分
野
）
に
お
い
て
就
労
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
育
成

就
労
の
在
留
資
格
を
創
設
す
る
。

二
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
題
名
を
「
外
国
人
の
育
成
就
労
の
適
正

な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。



二

三
、
政
府
は
、
育
成
就
労
産
業
分
野
の
選
定
や
当
該
分
野
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
人
材
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
を
基
本
方

針
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
育
成
就
労
の
対
象
と
な
ろ
う
と
す
る
外
国
人
ご
と
に
作
成
す
る
育
成
就
労
計
画
の
認
定
に
係
る
規
定
を
整
備
し
、
業
務
、

技
能
、
日
本
語
能
力
等
の
目
標
や
内
容
等
の
適
正
な
受
入
れ
の
た
め
の
認
定
の
基
準
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
育
成
就
労
外
国
人
の
意
思
に
よ
る
育
成
就
労
実
施
者
の
変
更
を
可
能
と
す
る
。

六
、
監
理
支
援
事
業
を
行
う
監
理
支
援
機
関
を
設
け
、
外
部
監
査
人
の
設
置
等
を
許
可
の
基
準
等
と
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
育
成
就
労
の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
等
を
図
る
た
め
、
外
国
人
育
成
就
労
機
構
を
設
立
す
る
。

八
、
法
務
大
臣
が
永
住
許
可
を
す
る
要
件
と
し
て
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
規
定
す
る
義
務
の
遵
守
及
び
公
租
公
課
の

支
払
を
明
記
し
、
故
意
に
公
租
公
課
の
支
払
を
し
な
い
こ
と
等
を
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
消
事
由
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
育
成
就
労
外
国
人
が
大
都
市
圏
等
に
過
度
に
集
中
し
て
就
労
す
る
こ
と
と
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
政
府
の
措
置
、
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
消
し
に
係
る
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事

項
、
法
施
行
後
三
年
を
目
途
と
す
る
育
成
就
労
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
等
の
規
定
を
附
則
に
追
加
す
る
修
正
が
行
わ

れ
た
。


